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第１　趣旨

森の力再生事業実施要領（以下「実施要領」という。）様式第３号「森の力再生事業整備計画書」（以下「整備計画書」という。）５実績管理計画（注）２の別に定める基準は、この基準の定めるところによる。

第２　管理を要する実績
管理を要する実績は出来形とし、工程及び品質の管理は要しない。

第３　管理の方法
整備実績書別図１「森の力再生事業整備実績図」（以下「実績図」という。）に出来形の配置を図示し、数量を表記する。
数量については、必要に応じて別表とすることができる。

第４　管理する出来形

管理する出来形の項目等は別表１のとおりとし、これにより難い場合は整備計画書５実績管理計画に記載した管理とする。

第５　実測点の保存

出来形の数量の管理のための実測に使用した現地の杭、マーキング等は測点番号等を付し、補助金の確定通知の受領までの間、現地に保存するものとする。
第６　管理書類の保存及び提示
出来形の数量の管理のための実測の結果を記した野帳又はその写しは、補助金交付に係る書類として森の力再生事業費補助金交付要綱に定める期間保管するものとし、補助金交付の確定のために行う農林事務所が実施する調査において、調査員からの求めがあった場合は、これを提示するものとする。
第７　雑則

この基準に定めるもののほか、この事業の実績管理に関して必要な事項については、農林事務所長の指示による。

附　則
この基準は、平成18年７月18日から施行する。

附　則
この基準は、平成22年度分の事業（平成22年度分の事業に係る実施要領第６(5)事前審査申請を含む）から適用する。

附　則

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

附　則
この基準は、平成23年度分の事業（平成23年度分の事業に係る実施要領第６(5)事前審査申請を含む）から適用する。
附　則

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

附　則

この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附　則

この基準は、平成29年11月24日から施行する。
附　則

この基準は、令和４年４月１日から施行する。
附　則

この基準は、令和８年４月１日から施行する。
別表１
	作業種
	項目
	管理出来形
	手法等

	環境伐
	面積
	計画時の簡易周囲測量の実測図とデータ
	・巻尺等による実測またはGNSS等による計測

	
	
	実施要領に基づき過去に行った測量の結果を使用する場合は当該図面又はデータ
	・過去の図面、データを活用

	
	伐採本数

及び

伐採率
	【列状伐採】

伐採本数

伐採率
	・標準単価が同一の区域内における伐採本数及び伐採率を管理

・伐根に管理番号を付す
　（本数当たり単価を採用する場合）

	
	
	【群状部分】

伐採本数

伐採率
	・標準単価が同一の区域内における伐採本数及び伐採率を管理

・伐根に管理番号を付す
（本数当たり単価を採用する場合）

	
	
	【単木伐採】

伐採本数

伐採率
	・標準単価が同一の区域内における伐採本数及び伐採率を管理

・伐根に管理番号を付す
　（本数当たり単価を採用する場合）

	整理伐
	面積
	計画時の簡易周囲測量の実測図
	・巻尺等による実測またはGNSS等による計測

	
	
	実施要領に基づき過去に行った測量の結果を使用する場合は当該図面又はデータ
	・過去の図面、データを活用

	
	伐採本数

及び

伐採率等
	伐採区域の面積
伐採率（伐採率別）
伐採本数（伐採率別）
	・プラニメータによる算出等
・標準的な区域（伐採率別区域につき１箇所）の50本中の伐採本数のカウントによる算出
・伐採本数は面積及び伐採率から算出

	倒木等処理
	面積
	計画時の簡易周囲測量の実測図
	・巻尺等による実測またはGNSS等による計測

	
	
	実施要領に基づき過去に行った測量の結果を使用する場合は当該図面又はデータ
	・過去の図面、データを活用

	渓畔林整備
	伐採本数
	伐採本数
	・標準単価が同一の区域内における伐採本数を管理

	広葉樹植栽
	本数
	総本数（樹種・規格別）
	・実数カウント等
（面積管理の場合はコンパス、巻尺等による実測）

	簡易木製
構造物
	延長
	総延長等（規格別）（斜距離）
	・巻尺等による実測

・実績図に個別の数量を記載しない場合は数量一覧表作成

	簡易作業路
（調査用歩道
を含む）
	延長

幅員
	総延長、幅員（規格別）（斜距離）
	・巻尺等による実測またはGNSS等による計測
・測点間距離表作成

	獣害防護柵
	延長

柵高
	総延長（規格別）（斜距離）
柵高（規格別）（地上高）
	・巻尺等による実測

・測点間距離表作成

	その他知事が
認める作業
	整備計画書に記載した手法


（注）この基準により難い場合は、原則として整備計画書に管理手法を記載する。
（別図１参考）実施要領様式第４号　整備実績図　記載イメージ図







































	凡　　　例

	
	整備区域

	
	林小班区域

	
	標準単価が同一の区域

	
	列状伐採区域

	
	簡易作業路

	
	簡易木製構造物








（参考）実施要領様式第４号　整備実績図（数量表）　記載イメージ
１　環境伐　

	区域
No
	面積（ha）
	伐採前想定

立木本数（本）
	伐採本数（本）
	伐採率（％）

	
	
	
	列状
	群状
	単木
	合計
	列状
	群状
	単木
	合計

	１
	0.07
	１９６
	
	
	７１
	７１
	
	
	３６
	３６

	２
	0.63
	１８９０
	
	６７０
	４７
	７１７
	
	３５
	３
	３８

	３
	0.66
	１３２０
	４６１
	
	８１
	５４２
	３５
	
	６
	４１

	４
	0.60
	１０２０
	４０９
	
	
	４０９
	４０
	
	
	４０

	５
	0.36
	５４０
	２２２
	
	
	２２２
	４１
	
	
	４１

	合計
	2.32
	４９６６
	１０９２
	６７０
	１９９
	１９６１
	２２
	１３
	４
	３９


２　簡易木製構造物

	区域No
	延長（ｍ）

	２
	１８０

	４
	１５０

	５
	２４０

	合計
	５７０


３　簡易作業路設置

	区域
	延長（ｍ）

	区域内
	１８０

	区域外
	３２０

	合計
	５００


区域４（列状伐採）


管理番号：赤1～赤247


　　　　　青557～青718





区域２（群状伐採＋単木的伐採）


群状伐採管理番号：白1～白566


　　　　　　　　　青453～556


単木的伐採区域番号：白567～613





測点5





測点10





区域１（単木的伐採）


管理番号：青410～青452


　　　　 赤529～赤556





区域５（列状伐採）


管理番号：白614～白630


　　　　 青１～青205





測点15





測点1－1





簡易作業路（車道）


　幅員 3.0m　延長 500m





500m





測点1





測点4－1





測点20





測点58





標準地２





106い４





106い３





測点2－10





測点2－5





測点2－1





106い５５





標準地１





測点１－5





測点3－1





測点55





450m





測点4－5





測点25





測点35





測点50





測点30





測点45





測点40





区域３（列状＋単木的伐採）


列状伐採管理番号：青206～青364　単木的伐採管理番号：青365～409


　　　　　　　　　赤248～赤528　　　　　　　　　　　白652～687


　　　　　　　　　白631～白651








2

